
令和 3年 9月 定例教育委員会

教 育 長 報 告 資1料

<教 育 長 報 告>

0 9月定例県議会に提出される議案に対する教育委員会の

意見について 1





3教 総 第 79号
令和 3年 8月 30日

長崎県知事  様

長崎県教育委員会教育長

令和 3年 9月 定例会に提出される議案に対する教育委員会の意見について

令和 8年 8月 26日 付 け 3財第 25号 で意見の聴取を求め られた下記の議案等

については、作成 されて差し支えありません。

O令和 3年度長崎県一般会計補正予算 (第 11号)の うち関係部分

〕

記

暴崎長
斉

蚕姿嚢
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3財 第 25号
令和 3年 8月 26日

長崎県教育委員会教育長  様

長崎県知事 中村 法道

議案に対する教育委員会の意見の聴取について

下記のとおり、県議会に教育委員会関係議案を提出する予定ですので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第 29条の規定により貴委員

会の意見を求めます。

記

1 議案名等

O令和3年度長崎県一般会計補正予算 (第 11号)の うち関係部分

2 上程県議会

令和 3年 9月 定例会

鋤 醐 閣 不
Ta=826

す

鷺
簿

， 一一ｔ一ｒ
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令和 3年度 9月補正予算の概要について

1 補正の内容

◆繰越明許費の設定 【予算計上課 :教育環境整備課】

(繰越明許費 :185, 023千 円)

島原高校、工島高校及び佐世保商業高校のエレベーター棟増築等工事において、

エレベータ‐取付技術者の確保の見込みがたたず、年度内に適正な工期を確録す

ることが困難となつたため、繰越を行 うもの。・

【当初スケジュール】

【変更後スケジュール】

R3
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R4
1月 2鳳 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

入札手続

期間

工事期間
供用開始

R3
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11局 12鳳

R4
1月 2月 3月 4鳳 5厄 6月 7月 8月 9月 10月 11帰 12月

★議会承認

入札手続

期間

静

工事期間 供用開始

-3-



契 約 の 締 結 の 部 変 更 に つ い て

次の工事請負契約中契約金額を以下のとおり変更するものとする。

Ｉ
ヽ
！

契約の締結を

議決した議会

(変更前)契約金額

(変更後)契約金額

令和 2年 9月

定例会

680, 350,000円

688, 305, 200円

工 事 箇 所

長崎市立山 1丁 目

工 事 名

「長崎県立長崎図書館郷土資料センター」

(仮称)新築工事






